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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第52期

第１四半期
連結累計期間

第53期
第１四半期
連結累計期間

第52期

会計期間

自2020年
10月１日
至2020年
12月31日

自2021年
10月１日
至2021年
12月31日

自2020年
10月１日
至2021年
９月30日

売上高 （百万円) 15,929 25,358 103,030

経常利益又は経常損失（△） （百万円) △394 2,243 7,568

親会社株主に帰属する四半期（当

期）純利益又は親会社株主に帰属す

る四半期純損失(△)

（百万円) △722 2,026 5,009

四半期包括利益又は包括利益 （百万円) △579 1,880 5,448

純資産額 （百万円) 59,227 65,933 63,836

総資産額 （百万円) 88,993 99,802 99,704

１株当たり四半期（当期）純利

益又は１株当たり四半期純損失

（△）

（円) △44.46 125.01 308.60

潜在株式調整後１株当たり

四半期（当期）純利益
（円) － － －

自己資本比率 （％) 58.3 58.3 56.4

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

　　　　２．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。

　　　　３．第48期第２四半期連結会計期間より役員報酬BIP（Board Incentive Plan）信託を導入しております。当該

信託が所有する当社株式については自己株式として計上しております。１株当たり四半期（当期）純利益又

は１株当たり四半期純損失の算定にあたっては、当該株式数を控除対象の自己株式に含めて算定しておりま

す。

　　　　４．「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日）等を当第１四半期連結会計期間の

期首から適用しており、当第１四半期連結累計期間に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を

適用した後の指標等となっております。
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２【事業の内容】

　当第１四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な

変更はありません。また、主要な関係会社における異動は、次のとおりです。

 

＜シンクタンク・コンサルティングサービス＞

　主要な関係会社の異動はありません。

 

＜ITサービス＞

　当第１四半期連結会計期間において、株式会社ユービーエスは、当社の連結子会社である三菱総研DCS株式会社が保

有する同社の全株式を譲渡したことにより、連結子会社から外れております。

　また、HRソリューションDCS株式会社は、三菱総研DCS株式会社に吸収合併しております。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第１四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生はありません。また、前事業年度の有価証券報告

書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありませんが、当第１四半期連結会計期間の期首より「収益認識

に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日）等を適用したことに伴い、以下のリスク内容の記載を変

更しております。重要事象等は存在しておりません。

　なお、文中の将来に関する事項は、当第１四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。

 

　以下の見出しに付された項目番号は、前連結会計年度の有価証券報告書における「第一部　企業情報　第２　事業の

状況　２　事業等のリスク」の項目番号に対応したものです。

 

（５）重要なリスク

⑧　その他想定されるリスク

b. 業績の季節変動

　当社グループは、当連結会計年度の期首より「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３

月31日）等を適用しております。これに伴い、受託プロジェクトの遂行期間にわたり売上計上するプロジェクト

が増えることにより、季節変動の軽減が見込まれますが、第２四半期の売上高・営業利益が他の四半期に比べて

大きくなる傾向は続くと見込んでおります。

　主要な取引先である官公庁の会計年度の関係により、例年第３四半期に受注し翌第２四半期に納期を迎えるプ

ロジェクトが多いことから、第１、第２四半期の業績が他の四半期と比較して良く、特に第２四半期は完了を前

に業務遂行のピークを迎えることもあり、会計年度を通して最も営業利益が大きくなる見込みです。また、売上

高の小さい第３、第４四半期においては、人件費や販売費及び一般管理費等の経費は毎四半期ほぼ均等に発生す

るため、営業赤字となることがあると見込んでおります。
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２【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　文中の将来に関する事項は、当第１四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。

　なお、当第１四半期連結会計期間の期首より、「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31

日。以下「収益認識会計基準」という。）等を適用しております。そのため、当第１四半期連結累計期間における経営

成績に関する説明は、前第１四半期連結累計期間と比較しての増減額及び前年同期比（％）を記載せずに説明しており

ます。

　詳細は、「第４　経理の状況　１　四半期連結財務諸表　注記事項(会計方針の変更)」に記載のとおりであります。

 

（１）経営成績の状況

　当第１四半期連結累計期間（2021年10月１日～2021年12月31日）の世界経済は、11月にかけて経済活動の正常化

が進みましたが、12月以降は感染力の強いオミクロン株が流行し、欧米を中心に新規感染者数が急増しました。ま

た、部品供給の停滞や物価上昇が、引き続き経済回復の重しとなっています。米国経済は、消費は新型コロナ影響

で抑制された需要の回復が顕在化していますが、新規感染者数の急増に伴い、隔離期間の対象となる人が増え、人

手不足が深刻化しています。中国経済は、北京冬季五輪に向けて厳しい防疫措置が実施されたことから、消費を中

心に減速感が強まりました。

　わが国経済は、緊急事態宣言が全面解除された2021年10月以降、外出関連業種を中心に経済活動の再開が進みま

した。オミクロン株の市中感染が確認され、先行きの感染拡大懸念が強まりましたが、年内は新規感染者数が低位

で推移し、外出行動もほぼ平時の水準まで回復しました。消費は外出関連が持ち直し、生産は海外からの半導体や

部品調達が滞るなど供給面の制約が残っていますが、やはり持ち直し傾向にあります。一方で輸出は、中国向け輸

出を中心に減少に転じています。

　このような社会情勢・事業環境を踏まえつつ、当社は経営理念「豊かで持続可能な未来の共創を使命として、世

界と共に、あるべき未来を問い続け、社会課題を解決し、社会の変革を先駆ける」を掲げ、事業に取り組んでいま

す。

　当連結会計年度は「中期経営計画2023」の中間年（２年目）にあたります。初年度の成果と課題をふまえ、翌年

に控えた最終年度での目標達成に向け取り組んでいます。具体的には、当社グループの基盤事業であるリサーチ・

コンサルティング事業・金融ソリューション事業の価値提供力に磨きを掛けるとともに、シンクタンクとしての政

策提言機能の強化、成長領域であるDX事業、ストック型事業、海外事業などへの先行投資を進めています。また、

人財、MaaS(*)、エネルギーなどの分野で、研究・提言から社会実装に至るバリューチェーン（価値創造プロセ

ス）を一貫して手掛けるVCP経営を展開、新たな事業の柱や収益源の獲得に注力しています。新型コロナウイルス

感染拡大に伴い事業・業績に大きな影響を受けた業種・企業においては、投資支出抑制の動きも見られますが、当

社グループの当第１四半期連結累計期間における業績には大きな影響はありませんでした。ポストコロナの「新常

態」への流れは当社グループにとっての事業機会でもあります。「新常態」を見据えた経営を基本方針の一つに据

え、オフィス改革による生産性の向上並びに経費抑制など、積極的に取り組んでいます。

　成長事業の牽引役と位置付けたDX事業では、民間、公共、金融の３つの重点テーマを設定して展開を図っていま

す。民間向けには、DXコンサルティングとクラウド移行を組み合わせた支援や、ビッグデータ分析を採り入れたデ

ジタルマーケティング、公共向けには行政DXの推進、金融向けには事業領域や顧客層拡大などを積極的に展開して

います。

 

　こうした結果、当社グループの当第１四半期連結累計期間における業績は、売上高は25,358百万円（前年同期は

15,929百万円）、営業利益は1,834百万円（前年同期は639百万円の損失）、経常利益は2,243百万円（前年同期は

394百万円の損失）、親会社株主に帰属する四半期純利益は2,026百万円（前年同期は722百万円の損失）となりま

した。

　なお、収益認識会計基準等の適用により、当第１四半期連結累計期間の売上高は7,516百万円増加、営業利益、

経常利益及び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ2,857百万円増加、親会社株主に帰属する四半期純利益は1,925

百万円増加しております。当影響を除いた場合においては、売上高は増収、経常利益はシンクタンク・コンサル

ティングサービスにおける不採算案件影響により減益となりましたが、政策保有株式等の売却益により親会社株主

に帰属する四半期純利益は増益となりました。

 

(*) MaaS：Mobility as a Service、住民や旅行者の移動需要に対応して、複数の公共交通やそれ以外の

移動サービスを最適に組み合わせ検索・予約・決済等を一括で行うサービス。
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　セグメント別の業績は次のとおりであります。

 

（シンクタンク・コンサルティングサービス）

　当第１四半期連結累計期間は、収益認識会計基準等の適用により、受託プロジェクトの遂行期間にわたり売上計

上する方法に変更したことで売上・利益が大きく増加し、売上高（外部売上高）は9,035百万円（前年同期は2,378

百万円）、経常利益は899百万円（前年同期は829百万円の損失）となりました。

　なお、収益認識会計基準等の適用により、当第１四半期連結累計期間の売上高は6,637百万円増加、経常利益は

2,416百万円増加しております。当影響を除いた場合においては、売上高は前年同期並み、経常利益は受注損失引

当金繰入等により減益となりました。

 

（ITサービス）

　当第１四半期連結累計期間は、金融・カード分野の拡大などに伴い売上案件が伸長し、売上高（外部売上高）は

16,323百万円（前年同期は13,550百万円）、経常利益は1,336百万円（前年同期は438百万円の利益）となりまし

た。

　なお、収益認識会計基準等の適用により、当第１四半期連結累計期間の売上高は879百万円増加、経常利益は441

百万円増加しております。当影響を除いた場合においても、増収増益となりました。

 

 

（２）財政状態の状況

　当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末と比べて97百万円増加し、99,802百万円（前年度末

比0.1％増）となりました。内訳としては、流動資産が60,924百万円（同3.0％増）、固定資産が38,877百万円（同

4.2％減）となりました。流動資産は、季節変動により、現金及び預金が2,910百万円減少したほか、収益認識会計

基準等の適用により、棚卸資産が9,474百万円減少、受取手形、売掛金及び契約資産が13,544百万円増加しており

ます。固定資産の減少は、投資有価証券の売却等によるものであります。

　負債は、賞与引当金の減少等により前連結会計年度末と比べて1,999百万円減少し、33,868百万円（同5.6％減）

となりました。

　純資産は、利益剰余金の増加等により前連結会計年度末と比べて2,096百万円増加し、65,933百万円（同3.3％

増）となりました。なお、利益剰余金の増加額には、当第１四半期連結会計期間の期首より前に収益認識会計基準

等を遡及適用した場合の累積的影響額が含まれます。

 

 

（３）優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

　当第１四半期連結累計期間において、当社グループが優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について重要

な変更はありません。

 

 

（４）研究開発活動

　当第１四半期連結累計期間における研究開発費は189百万円であります。なお、当第１四半期連結累計期間にお

いて、研究開発活動の状況に重要な変更はありません。

 

 

３【経営上の重要な契約等】

　当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 60,000,000

計 60,000,000

 

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末現在
発行数（株）
　　（2021年12月31日）

提出日現在発行数（株）
（2022年２月14日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 16,424,080 16,424,080
東京証券取引所

(市場第一部)
単元株式数100株

計 16,424,080 16,424,080 － －

 

 

（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

　該当事項はありません。

 

②【その他の新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。

 

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。

 

 

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総数
増減数（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金増
減額
（百万円）

資本準備金残
高（百万円）

2021年10月１日～

2021年12月31日
－ 16,424,080 － 6,336 － 4,851

 

 

（５）【大株主の状況】

　当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（６）【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記

載することができないことから、直前の基準日（2021年９月30日）に基づく株主名簿による記載をしておりま

す。

 

①【発行済株式】

    2021年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式  － － －

議決権制限株式（自己株式等）  － － －

議決権制限株式（その他）  － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式 400 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 16,418,000 164,180 －

単元未満株式 普通株式 5,680 － －

発行済株式総数  16,424,080 － －

総株主の議決権  － 164,180 －

 （注）１．「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、役員報酬BIP信託にかかる信託口が保有する当社株式

212,000株（議決権2,120個）が含まれております。

２．「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式15株及び役員報酬BIP信託にかかる信託口が保

有する当社株式11株が含まれております。

 

②【自己株式等】

    2021年９月30日現在

所有者の氏名又は名
称

所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合
（％）

株式会社三菱総合

研究所

東京都千代田区永田

町二丁目10番３号
400 － 400 0.00

計 － 400 － 400 0.00

 （注）上記のほか、役員報酬BIP信託にかかる信託口が保有する当社株式212,011株を連結財務諸表上、自己株式とし

て処理しております。

 

 

２【役員の状況】

　該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について
　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（2007年内閣府令

第64号）に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について
　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間（2021年10月１日から2021

年12月31日まで）及び第１四半期連結累計期間（2021年10月１日から2021年12月31日まで）に係る四半期連結財務諸

表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

  （単位：百万円）

 
前連結会計年度
(2021年９月30日)

当第１四半期連結会計期間
(2021年12月31日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 29,397 26,487

受取手形及び売掛金 17,735 －

受取手形、売掛金及び契約資産 － 31,280

棚卸資産 9,854 379

その他 2,156 2,778

貸倒引当金 △1 △1

流動資産合計 59,142 60,924

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 7,154 6,984

機械装置及び運搬具（純額） 21 19

工具、器具及び備品（純額） 1,279 1,197

土地 720 720

リース資産（純額） 1,867 1,786

建設仮勘定 266 291

有形固定資産合計 11,310 10,998

無形固定資産   

ソフトウエア 4,000 3,809

リース資産 1,405 1,243

その他 246 469

無形固定資産合計 5,652 5,521

投資その他の資産   

投資有価証券 15,712 15,054

繰延税金資産 4,307 3,993

その他 3,579 3,308

貸倒引当金 △0 △0

投資その他の資産合計 23,599 22,357

固定資産合計 40,561 38,877

資産合計 99,704 99,802
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  （単位：百万円）

 
前連結会計年度
(2021年９月30日)

当第１四半期連結会計期間
(2021年12月31日)

負債の部   

流動負債   

買掛金 4,166 4,700

１年内返済予定の長期借入金 400 400

未払金 1,596 1,794

未払費用 3,326 3,666

未払法人税等 588 1,228

賞与引当金 4,405 2,199

受注損失引当金 917 861

その他 5,217 4,291

流動負債合計 20,618 19,142

固定負債   

長期借入金 900 800

リース債務 2,454 2,199

株式報酬引当金 432 459

退職給付に係る負債 9,936 9,776

資産除去債務 1,521 1,486

その他 5 4

固定負債合計 15,249 14,726

負債合計 35,867 33,868

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,336 6,336

資本剰余金 4,785 4,785

利益剰余金 43,749 46,025

自己株式 △762 △719

株主資本合計 54,108 56,427

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 2,068 1,640

繰延ヘッジ損益 △70 △65

為替換算調整勘定 2 3

退職給付に係る調整累計額 169 180

その他の包括利益累計額合計 2,170 1,758

非支配株主持分 7,557 7,747

純資産合計 63,836 65,933

負債純資産合計 99,704 99,802
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

  （単位：百万円）

 
前第１四半期連結累計期間

(自　2020年10月１日
　至　2020年12月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自　2021年10月１日
　至　2021年12月31日)

売上高 15,929 25,358

売上原価 12,658 19,360

売上総利益 3,271 5,997

販売費及び一般管理費 3,910 4,162

営業利益又は営業損失（△） △639 1,834

営業外収益   

受取利息 0 3

受取配当金 36 46

持分法による投資利益 224 347

その他 7 32

営業外収益合計 268 429

営業外費用   

支払利息 9 9

匿名組合投資損失 10 －

外国源泉税 3 11

その他 0 0

営業外費用合計 23 21

経常利益又は経常損失（△） △394 2,243

特別利益   

投資有価証券売却益 0 1,411

特別利益合計 0 1,411

特別損失   

固定資産売却損 － 1

固定資産除却損 0 3

投資有価証券評価損 18 －

その他 0 0

特別損失合計 19 4

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期

純損失（△）
△412 3,650

法人税等 254 1,241

四半期純利益又は四半期純損失（△） △666 2,408

非支配株主に帰属する四半期純利益 56 381

親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主

に帰属する四半期純損失（△）
△722 2,026
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【四半期連結包括利益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

  （単位：百万円）

 
前第１四半期連結累計期間

(自　2020年10月１日
　至　2020年12月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自　2021年10月１日
　至　2021年12月31日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） △666 2,408

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 85 △549

繰延ヘッジ損益 △8 4

為替換算調整勘定 △0 0

退職給付に係る調整額 4 4

持分法適用会社に対する持分相当額 6 11

その他の包括利益合計 86 △528

四半期包括利益 △579 1,880

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △634 1,614

非支配株主に係る四半期包括利益 54 266
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【注記事項】

（会計方針の変更）

（収益認識に関する会計基準等の適用）

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」とい

う。）等を当第１四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時

点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。

これにより、当社グループが受託する調査研究・コンサルティング及びソフトウェアの開発等に関して、従

来は、進捗部分について成果の確実性が認められる一部のソフトウェア開発については工事進行基準を適用

し、その他のものについては工事完成基準を適用しておりましたが、当第１四半期連結会計期間より、一定期

間にわたり充足される履行義務については、履行義務の充足に係る進捗率を合理的に見積り、その進捗率に基

づいて一定期間にわたり収益を認識する方法に変更しております。なお、履行義務の充足に係る進捗率の見積

りの方法は、履行義務の結果を合理的に測定できる場合は、見積総原価に対する実際原価の割合（インプット

法）で算出し、履行義務の結果を合理的に測定できない場合には、発生した実際原価の範囲でのみ収益を認識

しております。ただし、契約金額に重要性がなく、ごく短期な契約については完全に履行義務を充足した時点

で収益認識を行っております。

収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っ

ており、当第１四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当

第１四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しておりま

す。また、収益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、当第１四半期連結会計期間の期首よ

り前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行

い、その累積的影響額を当第１四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減しております。

この結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は7,516百万円増加し、売上原価は4,659百万円増加し、営業

利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ2,857百万円増加しております。また、利益剰余金

の当期首残高は1,235百万円増加しております。

収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示して

いた「受取手形及び売掛金」は、当第１四半期連結会計期間より「受取手形、売掛金及び契約資産」に含めて

表示することといたしました。なお、収益認識会計基準第89-２項に定める経過的な取扱いに従って、前連結

会計年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。さらに、「四半期財務諸表に関する会計

基準」（企業会計基準第12号　2020年３月31日）第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第１四半期

連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。

 

（時価の算定に関する会計基準等の適用）

「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」とい

う。）等を当第１四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会

計基準」（企業会計基準第10号　2019年７月４日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会

計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。これにより、四半期連結

財務諸表に与える影響はありません。
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（四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理）

（税金費用の計算）

　税金費用の計算については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効

果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しておりま

す。

 

 

（追加情報）

（取締役、執行役員及び研究理事に対する業績連動型株式報酬制度）

当社は、2016年12月19日開催の第47回定時株主総会において、当社の取締役（社外取締役、非業務執行取締役

及び国外居住者を除く。）並びに委任契約を締結している執行役員及び研究理事（国外居住者を除く。以下、取

締役と併せて「取締役等」という。）を対象として、業績連動型株式報酬制度（以下、「本制度」という。）を

導入することを決議いたしました。本制度は、当社グループの中長期的な業績の向上と企業価値の増大への貢献

意識を高めることを目的としたものであり、当社グループ業績との連動性が高く、かつ透明性・客観性の高い役

員報酬制度であります。

本制度に関する会計処理については、「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の

取扱い」（実務対応報告第30号　2015年３月26日）に準じております。

 

（１）取引の概要

本制度は、役員報酬BIP（Board Incentive Plan）信託（以下、「BIP信託」という。）と称される仕組み

を採用いたしました。当社は、取締役等の退任後（当該取締役等が死亡した場合は死亡時。）に、BIP信託

により取得した当社株式及び当社株式の換価処分金相当の金銭を業績目標の達成度等に応じて交付又は給付

いたします。

 

（２）信託に残存する自社の株式

本信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額（付随費用の金額を除く。）により、純資産の部に

自己株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前連結会計年度761百万円、212

千株、当第１四半期連結会計期間718百万円、株式数は200千株であります。

 

（新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に関する会計上の見積り）

前連結会計年度の有価証券報告書「第５　経理の状況」の「注記事項（追加情報）（新型コロナウイルス感染

症の感染拡大の影響に関する会計上の見積り）」に記載した内容から重要な変更はありません。

しかしながら、新型コロナウイルスの感染症拡大による影響は不確実性が高く、今後の経過によっては、当

社グループの財政状態、経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
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（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半

期連結累計期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。

 
　前第１四半期連結累計期間

（自 2020年10月１日
　　至 2020年12月31日）

　当第１四半期連結累計期間
（自 2021年10月１日

　　至 2021年12月31日）

減価償却費 864百万円 877百万円

 

 

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　2020年10月１日　至　2020年12月31日）

   配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

2020年12月18日

定時株主総会
普通株式 1,396 85.0 2020年９月30日 2020年12月21日 利益剰余金

（注）2020年12月18日開催の定時株主総会による配当金総額には、役員報酬BIP信託が所有する当社株式に対する配

当金14百万円が含まれております。

 

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　2021年10月１日　至　2021年12月31日）

   配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

2021年12月17日

定時株主総会
普通株式 985 60.0 2021年９月30日 2021年12月20日 利益剰余金

（注）2021年12月17日開催の定時株主総会による配当金総額には、役員報酬BIP信託が所有する当社株式に対する配

当金12百万円が含まれております。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　2020年10月１日　至　2020年12月31日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

    (単位：百万円）

 報告セグメント

合計
調整額
（注）１

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）２

 
シンクタンク・
コンサルティン
グサービス

ITサービス

売上高      

外部顧客への売上高 2,378 13,550 15,929 － 15,929

セグメント間の内部売上高又

は振替高
3 216 220 △220 －

 計 2,382 13,767 16,149 △220 15,929

セグメント利益又は

セグメント損失（△）
△829 438 △390 △3 △394

（注）１．セグメント利益又はセグメント損失（△）の調整額は、全てセグメント間取引消去であります。

     ２．セグメント利益又はセグメント損失（△）は、四半期連結損益計算書の経常損失と調整を行っておりま

す。

 

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　当第１四半期連結累計期間において、重要な事項はありません。

 

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　2021年10月１日　至　2021年12月31日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

    (単位：百万円）

 報告セグメント

合計
調整額
（注）１

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）２

 
シンクタンク・
コンサルティン
グサービス

ITサービス

売上高      

外部顧客への売上高 9,035 16,323 25,358 － 25,358

セグメント間の内部売上高又

は振替高
10 293 304 △304 －

 計 9,045 16,616 25,662 △304 25,358

セグメント利益 899 1,336 2,235 8 2,243

（注）１．セグメント利益の調整額は、全てセグメント間取引消去であります。

     ２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。

 

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　当第１四半期連結累計期間において、重要な事項はありません。

 

３．報告セグメントの変更等に関する事項

　（会計方針の変更）に記載のとおり、「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31

日）等を当第１四半期連結会計期間の期首から適用し、収益認識に関する会計処理方法を変更したため、事業

セグメントの利益又は損失の算定方法を同様に変更しております。

　当該変更により、従来の方法に比べて、当第１四半期連結累計期間のシンクタンク・コンサルティングサー

ビスの売上高は6,637百万円増加、セグメント利益が2,416百万円増加し、ITサービスの売上高は879百万円増

加、セグメント利益が441百万円増加しております。
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（企業結合等関係）

　重要性が乏しいため、記載を省略しております。

 

 

（収益認識関係）

顧客との契約から生じる収益を分解した情報

当第１四半期連結累計期間（自　2021年10月１日　至　2021年12月31日）

   （単位：百万円）

 

報告セグメント

合計シンクタンク・コ
ンサルティング
サービス

ITサービス

官公庁 5,617 245 5,862

金融・カード 906 11,320 12,227

一般産業 2,511 4,757 7,268

外部顧客への売上高 9,035 16,323 25,358

うち、顧客との契約から生じる収益 9,035 15,030 24,065

　　　その他の収益（注） － 1,293 1,293

（注）　その他の収益は、企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」に基づくリース収益であり、金融・

カード1,280百万円、一般産業12百万円であります。

 

 

（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
 前第１四半期連結累計期間
　（自　2020年10月１日
　　至　2020年12月31日）

 当第１四半期連結累計期間
　（自　2021年10月１日
　　至　2021年12月31日）

　１株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期純

損失（△）
△44円46銭 125円01銭

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株

主に帰属する四半期純損失（△）（百万円）
△722 2,026

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利

益又は親会社株主に帰属する四半期純損失（△）

（百万円）

△722 2,026

普通株式の期中平均株式数（千株） 16,256 16,213

（注）１．潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　　　２．役員報酬BIP信託が所有する当社株式を、１株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期純損失の算定

上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。自己株式の期中平均株式数は前

第１四半期連結累計期間167千株、当第１四半期連結累計期間210千株であり、このうち役員報酬BIP信託

が所有する当社株式の期中平均株式数は前第１四半期連結累計期間167千株、当第１四半期連結累計期間

210千株であります。
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（重要な後発事象）

　該当事項はありません。

 

 

 

２【その他】

　該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

2022年２月14日

 

株式会社三菱総合研究所
 

取締役会　御中

 

有限責任監査法人トーマツ

　東　京　事　務　所

 

 
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

 公認会計士 京嶋　清兵衛

 

 
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

 公認会計士 石川　喜裕

 

監査人の結論

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社三菱総

合研究所の2021年10月1日から2022年9月30日までの連結会計年度の第1四半期連結会計期間（2021年10月1日から2021年

12月31日まで）及び第1四半期連結累計期間（2021年10月1日から2021年12月31日まで）に係る四半期連結財務諸表、す

なわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビュー

を行った。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認

められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社三菱総合研究所及び連結子会社の2021年12月31日現在の

財政状態及び同日をもって終了する第1四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項が全

ての重要な点において認められなかった。

 

監査人の結論の根拠

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責

任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立

しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠

を入手したと判断している。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結

財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸

表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが

適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて

継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ

る。
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四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任

　監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半

期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通

じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レ

ビュー手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して

実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

・　継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認

められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥

当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められな

いかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書

において四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の

注記事項が適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められて

いる。監査人の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、

企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作

成基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期連結

財務諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと

信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。

・　四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監

査人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で

監査人の結論に対して責任を負う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要

な発見事項について報告を行う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、

並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガー

ドを講じている場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係

　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

 

以　上

 

　（注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

　　　　２．ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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